
２．防災に関する組織－総合的防災行政の整備・推進

○国：中央防災会議、非常（緊急）災害対策本部

○都道府県・市町村：地方防災会議、災害対策本部

２．防災に関する組織－総合的防災行政の整備・推進

○国：中央防災会議、非常（緊急）災害対策本部

○都道府県・市町村：地方防災会議、災害対策本部

３．防災計画－計画的防災行政の整備・推進

○中央防災会議：防災基本計画

○指定行政機関・指定公共機関：防災業務計画

○都道府県・市町村：地域防災計画

３．防災計画－計画的防災行政の整備・推進

○中央防災会議：防災基本計画

○指定行政機関・指定公共機関：防災業務計画

○都道府県・市町村：地域防災計画

５．財政金融措置

○実施責任者負担

○激甚な災害については、地方公共団体に対する国の特別の財政援助等

→激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律

５．財政金融措置

○実施責任者負担

○激甚な災害については、地方公共団体に対する国の特別の財政援助等

→激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律

６．災害緊急事態

○災害緊急事態の布告 ⇒緊急災害対策本部の設置

○緊急措置（生活必需物資の配給等の制限、金銭債務の支払猶予、海外からの支援受入れに係る緊急政令の制定）

６．災害緊急事態

○災害緊急事態の布告 ⇒緊急災害対策本部の設置

○緊急措置（生活必需物資の配給等の制限、金銭債務の支払猶予、海外からの支援受入れに係る緊急政令の制定）

国民の生命、身体及び財産を災害から保護し、もって、社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする

災害対策基本法の概要

４．災害対策の推進

○災害予防、災害応急対策、災害復旧という段階ごとに、各実施責任主体の果たすべき役割や権限を規定

４．災害対策の推進

○災害予防、災害応急対策、災害復旧という段階ごとに、各実施責任主体の果たすべき役割や権限を規定
市町村長に避難の指示、警戒区域の設定、応急公用負担等の権限を付与

＜市町村は防災対策の第一次的責務を負う＞

１．防災に関する責務の明確化

○国、都道府県、市町村、指定公共機関等の責務 －防災に関する計画の作成・実施、相互協力等

○住民等の責務 －自らの災害への備え、自発的な防災活動への参加等
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○国、都道府県、市町村、指定公共機関等の責務 －防災に関する計画の作成・実施、相互協力等

○住民等の責務 －自らの災害への備え、自発的な防災活動への参加等
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